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Ⅴ．異なる作業での共通要因 ２．物（農機具など）に関わる共通の事故要因

農業機械や道具が違っても、共通した要因で事故が起こっています。

以下に、「対面調査」から得られた物（農機具など）に関わる共通の事故要因について紹介し

ます。

軽トラックやトラクターなどを坂道に駐車していて、そのままずるずると下って、機械もろと

も崖下に落ちた、等の事故が起こっています。坂道に駐車をしない、が原則ですが、駐車せざる

を得ないときは、自動車教習所で習った「坂道駐車」の原則を思い出す必要があります。

トラックなどに歩み板などを用いて積み降ろしをする場合、歩み板から車輪が外れた、歩み板

がずれた、歩み焚いたのフックが折れて墜落した等の事故が起こっています。強度の十分ある歩

み板を正しく設置して積み降ろしをすることが大切です。

コンバインなどは、元々後ろが見えにくかったのですが、大型化やキャビン付きとなり、さら

に死角の範囲が拡がっています。また、堀取り機などは補助作業者が機械の死角に入ることも少

なくありません。お互いの合図を決めることや、誘導者が誘導するなどの配慮が大切です。

農業機械が公道走行中、後続車による追い越しや、右折時の事故が多く起こっています。特に

夜間での事故が多いのが特徴です。低速車マークの設置などが大切です。

ゴミや草を取り除いた瞬間、ライムソワのシャッターが戻り事故が起こっています。エンジン

が切ってあっても起こっています。詰まりを除いた後の動きを予測することも大切です。

肥料を乗せて斜面を走って転落、バケットに土を乗せて横転、コンバインの籾タンクが一杯に

なって、畦越えをして斜めになり横転など、重心の変動による事故が起こっています。

フォークリフトなどをリフト代わりに乗っての事故など、本来の使い方以外の作業の時にも、

事故が多く報告されています。

ベルトのたるみに触った途端テンションがかかり、ベルトに巻き込まれた、機械が動き出した

という事故。今動いてなくても、触った途端動き出すこともあります。

２．物（農機具など）に関わる共通の事故要因

①坂道駐車

②農機の車への積み降ろし

④公道における事故

⑥重心に注意

⑦目的外使用

③機械の大型化で拡大する農機の死角

⑤今は動いていなくても、詰まりを除いた途端

⑧触った途端、動くことも
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Ⅴ．異なる作業での共通要因 ２．物（農機具など）に関わる共通の事故要因

（１）坂道駐車

坂道駐車での事故も多く起

こっています。

右の事例のように、他の人

のトラクターを借り、坂道に

駐車ブレーキをかけたつもり

でしたが、自分のトラクター

のブレーキとブレーキのかけ

方が異なっていて、動きだし、

トラクターが川に墜落した事

例です。

坂道駐車とならないように

することが基本であるが、や

むを得ず坂道駐車をする場合

は、坂道駐車の基本を守るこ

とが肝要です。

（２）車への農機の積み降ろし

右は、乗せたときにギアを入れたつも

りがったのですが、降ろすときハンドル

を引くと、ニュートラルになっており、

そのまま急降下、転倒、腰椎圧迫骨折し

たものです。軽トラックや台車などへの

積み降ろしでは、十分な注意が必要です。

車、台車にかける歩み板（桟橋）は、

・歩み板の強度が十分か、とくに車側

にかけるフックの強度は十分か

・歩み板の幅は、十分に余裕があるか

・歩み板は不安定でないか

・歩み板が車からずれないか

・車と歩み板の間にデコボコがないか

・乗降時に歩み板をはみ出さないか

とにかく、運転手には足下が見えにくく、できるだけ誘導者をつけての作業としたいものです。

トラクターは７ｍ下の川に落下

借用したトラクターで代かき後、坂道にハローを上げたまま、駐車。自分では、駐
車ブレーキを引いたつもり。（実際にはかかっていなかった） 動き出したので、飛
び乗って、サイドブレーキを引いたが止まらなかった（自分のトラクターと逆方向）。

坂道駐車の基本を守る
①駐車ブレーキを確実に
②逆方向にクラッチを入れる
＊坂道駐車にならないようにする

男性・７３歳

耕耘機を乗せたとき、ギアを入れたと思って
いたが入っていなくて、降ろす際にハンドル
を引いたら、ニュートラルとなっていて、桟橋
を勢いよく降下、本人転倒、腰椎圧迫骨折。



- 71 -

Ⅴ．異なる作業での共通要因 ２．物（農機具など）に関わる共通の事故要因

（３）機械の大型化で拡大する死角

右の事例は、サトウキビハ

ーベスターで収穫中、補助者

が、ハーベスターの後ろに回

り、バックしてきたハーベス

ターに轢かれ死亡した事例で

あす。

農業機械が大型化するにつ

れ、オペレーターから見えな

い死角の範囲が拡大し、事故

につながっています。

コミュニケーションルール

を事前に確認することや、補

助者も常にオペレーターの見

える範囲で行動することが必

要です。

４）公道での事故

農業機械が公道を走行中に起こった事故事例

・夜間、反射板をしていても汚れていて後続車が認識出来ず追突

・トラクターなど右折時に、追い越し車両が追突

・公道にはみ出したスプレーヤーの噴孔のバーに車両が衝突

・暗闇にトラクターを置いていて、ロータリーにバイクが激突

・後続車を先に進ませるため、道路脇に寄りすぎて転落

右の事例は、公道走行中の事故。トラクターは、

低速車であり、後続の車は、「いつ追い越そうか」

と、イライラ。

ついに、追い越しをかけたときに、トラクターが

右折し、追突事故が起こっています。

乗用車

ﾏﾆｭｱｽ
ﾌﾟﾚｯﾀﾞｰ

右折しようとしたトラクターに牽引さ
れたマニュアスプレッダーに、追い
越しをかけてきた乗用車が衝突

公道走行は極力避ける
・側道（脇道）を通る、夜間走行はしない
・低速車マークを後ろから見える位置に設置
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Ⅴ．異なる作業での共通要因 ２．物（農機具など）に関わる共通の事故要因

（５）今は動いていなくても、詰まりを除いた途端

エンジンを切らずに機械に詰まっ

た籾や草、石などを取り除いた途端、

機械が動き出して指等が巻き込まれ

た事故が起こっています。

また、右の事例の④のように、ラ

イムソワーのシャッター部の詰まり

を取り除いた瞬間、シャッターが戻

り、指を切断した事例もあります。

詰まり除去の時はエンジンを切る

事はもちろんのこと、取り除いた後

の動きも予測することが大切です。

（６）作業による機械の重心の変化に注意

作業によっては作業機の位置が変わることで、重心の位置が大きくずれ、転倒や転落につなが

ることがあります。

右の事例では、前方に土を入れた

重いフロントローダーを下げること

で、前方に大きく重心が傾き、前の

めりになった事例です。

コンバインなどもグレーンタンク

に籾が入ることで、重心は高く、か

つタンク側に傾いていきます。その

ような時に、斜めに畦越えなどをし

て、コンバイン自体転倒した事例も

あります。

作業の前後で、重心が大きく変わ

ることを、事前に予測することも必要です。

①コンバインのスロアーなどに詰まった籾
を取り除いた途端、回転して指をはねる

②田植機の爪に石が詰まり、取り除いた途
端、爪が回転して、爪が指を突き刺す

③刈払機に詰まった草を取り除いた途端、
刃が回転して、指を切断

④ライムソワーの穴に詰まった異物を取り
除いた瞬間、開閉孔のシャッターが戻り、
指切断

通常の堆肥を積む要領で、ﾊｳｽに搬入する山土をﾎ
ｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰに汲み上げ、軽トラに降ろそうとした時、
ﾊﾞｹｯﾄ部分が前のめりとなり、軽トラに落ちた。
直前に飛び降りた際、座席上方の鉄柵に額を強打、
裂傷。ﾛｰﾀﾞｰの設置場所は、前に３°傾斜、かつ、
堆肥より山土の比重が大きく、ﾊﾞﾗﾝｽを崩した。



- 73 -

Ⅴ．異なる作業での共通要因 ２．物（農機具など）に関わる共通の事故要因

（７）目的外使用

フォークリフトには人が直接乗

ることは禁じられています。（乗る

場合は、専用ゲージの装着などが

必要）

しかし、実際には日常的に、リ

フト代わりとして使われています。

そんなとき、捉まっていた手がマ

ストとリフトの間に挟まり、指を

挟む事故が発生しています。

目的外使用の場合、禁じられて

いる理由を考慮した作業が必要で

す。

（８）触って動くことも

目の前の機械が動かないということで、エンジン

を掛けたまま、ベルトの点検をしていて、テンショ

ンがかかりベルトに巻き込まれた事例があります。

右の事故は、ＳＳの吐出量が少なく、ひょっとし

てベルトが弛んでいるのではないかと、エンジンを

掛けたままベルトを上げた途端、テンションがかか

り、ベルトが急回転。右手がとられたので、さらに

左手で持ち上げて、左手も巻き込まれてしまった事

例です。

同様に、田植機のテンションを調べていて、ワイヤーを押した途端、テンションがかかり、車

輪に腕がとられ、腕と体が回転し、腕の筋断裂を起こした事例があります。

とにかく、今、動いていなくても、触った途端、動くことがあります。

①
右
手
で
Ｖ
ベ
ル
ト
を
持
ち
上
げ
た

②巻き込まれた右手を取ろうと
左手でベルトを持ち上げた

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄをﾘﾌﾄ代わりにして、つかまって
いた手をマストとリフトの間に挟み潰した。

本来の使用目的外の使用
①フォークリフトをリフト代わりに使用
②重機代わりに、トラクターを使用
＊目的外使用の場合のルールを定めて


